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告         示 

 

兵庫県告示第29号 

 家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、次のとおり家畜伝染病が発生した旨

の届出があった。 

  平成22年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 家畜伝染病の種類 ヨーネ病 

２ 家畜の種類 牛（ホルスタイン種） 

３ 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭数 患畜 １頭 

４ 発生場所 宝塚市 

５ 発生年月日 平成21年12月２日 

６ その他参考となるべき事項 ＥＬＩＳＡ検査により発見 

 

 

兵庫県告示第30号 

森林法（昭和26年法律第249号）第５条第１項の規定により円山川地域森林計画を樹立し、並びに同条第４項

の規定により加古川地域森林計画及び揖保川地域森林計画の一部を変更したので、次のとおり公表する。 

なお、この計画の樹立及び変更は、平成22年４月１日からその効力を生ずるものとする。 

平成22年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 樹立又は変更する地域森林計画及び公表場所 

計画の名称及び計画期間 公表場所 

 

兵庫県公報
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗）平成22年１月15日 金曜日  第 2149 号 



平成22年１月15日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 2149 号 

2 

 

円山川地域森林計画 

平成22年４月１日から平成32年３月31日まで 

兵庫県農政環境部農林水産局林務課 

但馬県民局豊岡農林水産振興事務所 

但馬県民局朝来農林振興事務所 

加古川地域森林計画 

平成19年４月１日から平成29年３月31日まで 

兵庫県農政環境部農林水産局林務課 

神戸県民局神戸農林水産振興事務所 

阪神北県民局阪神農林振興事務所 

東播磨県民局加古川農林水産振興事務所 

北播磨県民局加東農林振興事務所 

丹波県民局丹波農林振興事務所 

淡路県民局洲本農林水産振興事務所 

揖保川地域森林計画 

平成21年４月１日から平成31年３月31日まで 

兵庫県農政環境部農林水産局林務課 

中播磨県民局姫路農林水産振興事務所 

西播磨県民局光都農林水産振興事務所 

２ 樹立及び変更年月日 

  平成21年12月28日 

 

兵庫県告示第31号 

 漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条第１項の規定による同意を求めるための事前届出があった

ので、漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68号）第５条第３項の規定により、届出に係る指定漁船調書

を縦覧に供する。 

  平成22年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 届出事項 

発起人の住所及び氏名 加入区 
漁船損害等補償法第113条第１項に規定

する申出をする漁業協同組合の名称 

高砂市荒井町若宮町10－16 

加 嶋 道 夫 

同 市神爪５丁目６－35 

長谷川 栄 一 

荒井 荒井漁業協同組合 

２ 指定漁船調書の縦覧 

(1) 縦覧期間 平成22年１月15日から同月29日まで 

(2) 縦覧場所 荒井加入区 高砂市荒井町新浜１－1750 荒井漁業協同組合 

 

兵庫県告示第32号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成22年１月15日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成22年１月15日から２週間、阪神北県民局宝塚土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成22年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道  路  の  区  域 
道 路 の 種 類 

路 線 名 
区     間 旧新

敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考
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旧
6.0から

28.0まで
755.0 

国道 

１ ７ ６ 号 

宝塚市中筋２丁目92番１から 

同 市山本中２丁目19番１まで 

新
12.0から

28.0まで
755.0 

   

 

 

 

兵庫県告示第33号 

 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第69条第１項の規定により、次のとおり聴聞を行う旨阪神南県民

局長から報告があった。 

  平成22年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 日時 

平成22年１月26日（火）午前10時から 

２ 場所 

西宮市櫨塚町２－28 兵庫県西宮庁舎 ４階会議室 

３ 被聴聞者 

  商号又は名称  株式会社リブ 

  代表者氏名  深 見 和 男 

  事務所所在地  芦屋市大原町８－８－101 

  免 許 番 号  兵庫県知事(5)第202365号 

  免許年月日  平成18年５月８日 

 

兵庫県告示第34号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとお

り認可した。 

  平成22年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 施行者の名称 

  神戸市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  神戸国際港都建設公園事業 

  9.7.2号 しあわせの森 

３ 事業施行期間 

  変更前 平成14年２月12日から平成24年３月31日まで 

  変更後 平成14年２月12日から平成26年３月31日まで 

４ 事業地 

 (1)  収用の部分 

平成19年兵庫県告示第299号の事業地のうち、神戸市西区押部谷町木津字鶴羽谷並びに同市北区山田町藍

那字西山、字下相坂地内において事業地を変更する。 

 (2)  使用の部分 

   なし 
 

公         告 

 

平成22年度兵庫県立淡路景観園芸学校景観園芸専門研修研修生の募集 

 兵庫県立淡路景観園芸学校管理規則（平成10年兵庫県規則第69号）第３条第１項の規定により、平成22年度

兵庫県立淡路景観園芸学校景観園芸専門研修の研修生を次のとおり募集する。 
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平成22年１月15日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 募集人員 

  20名 

２ 申込資格 

   社会人、大学生、大学院生など（国籍は問わない。ただし、日本語による簡単なコミュニケーションが可

能であること。） 

３ 研修内容及び研修期間 

   「景観園芸」又は「園芸療法」に関する課題解決のための研究・実践を行う。研修期間は、月単位で、１

箇月から12箇月の間で選択する。 

４ 申込手続 

(1) 提出書類 

 ア 研修受講許可申請書（本校所定の様式） 

   申込前３箇月以内に撮影した、縦４センチメートル、横３センチメートルの写真を申請書の所定の場

所に貼り付けること。 

 イ 調査書〔希望理由及び専門研修の内容〕（本校所定の様式） 

 ウ 研修計画書（Ａ４ 横書き） 

エ 履歴書（写真の貼付は不要） 

オ 雇用者（大学生又は大学院生の場合は指導教員）からの紹介・推薦文（Ａ４ 横書き） 

※自営の者は不要。 

(2) 申込書類の配布 

県立淡路景観園芸学校において配布する。 

なお、申込書類を県立淡路景観園芸学校へ郵送で請求することができる。この場合は、封筒の表に「景

観園芸専門研修研修生募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（住所、氏名及び郵便番号を明記し、切手120

円を貼付した角形２号の封筒）を同封すること。 

(3) 受付期間 

  平成22年１月25日（月）から同年２月12日（金）まで 

なお、郵送の場合は、簡易書留とし、平成22年２月12日（金）必着とする。 

(4) 提出先 

  〒656-1726 淡路市野島常盤954－２ 

  県立淡路景観園芸学校 

５ 選考方法 

 (1) 一次審査 書類審査 

   平成22年２月24日（水）以降に、書類審査の結果を通知する。 

 (2) 二次審査 面接（書類審査に合格した者のみ） 

ア  面接日程 

合格者には、面接日を通知する。 

イ  面接会場 

淡路市野島常盤954－２ 

県立淡路景観園芸学校 

ウ  面接結果発表 

面接後、申込者全員に郵便により通知する。（面接後、１箇月程度） 

６ 申込みについての問い合わせ先 

 県立淡路景観園芸学校 普及指導課 

   電話番号（0799）82－3131 

  電子メールアドレス alpha@awaji.ac.jp 

 

   県有地の一般競争入札による売払い 

 県有地を一般競争入札により売り払うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６の規定に

より、次のとおり公告する。 
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  平成22年１月15日 

兵庫県知事 井 戸  敏 三  

１ 入札に付する県有地 

    売払物件 

物件 

番号 
所  在  地 面積（㎡） 地  目 

１ 神戸市垂水区南多聞台６丁目６番１ 4,735.04 宅  地 

２ 姫路市白浜町字井桶甲218番１ 2,085.97 宅  地 

３ 明石市大久保町山手台59番４ 2,430.55 宅  地 

４ 神戸市垂水区高丸５丁目2246番73 2,448.06 宅  地 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

    次に掲げる者以外の者であること。 

(1)   成年被後見人 

(2)   民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定によりなお従前の例による 

こととされる同法による改正前の民法（明治29年法律第89号）第11条に規定する準禁治産者 

(3)  被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

(4)  民法第17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締 

結のために必要な同意を得ていない者 

(5)   営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

(6)   破産者で復権を得ない者 

(7)  兵庫県における不動産の売却に係る契約手続において次の事項に該当すると認められる者で、その事実

があった後、２年間を経過しない者 

その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

  ア 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは 

不正の利益を得るために連合した者 

  イ 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者 

  ウ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

    エ アからウのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支 

配人その他の使用人として使用した者 

 (8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号から第６号に該 

当する者 

 (9)   売払物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に 

規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しようと

する者 

(10) 破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）に基づくところの破壊的団体及び当該団体の役員若しくは構成

員 

３ 契約条項を示す場所 

    神戸市中央区下山手通４丁目18番２号 

    兵庫県県土整備部住宅建築局住宅管理課 

４ 入札参加申込用紙の配布場所及び配布期間並びに申込場所及び申込期間 

(1) 配布場所及び申込場所 

   神戸市中央区下山手通４丁目18番２号 

   兵庫県県土整備部住宅建築局住宅管理課 

(2)  配布期間及び申込期間 

   平成22年１月15日（金）から同月28日（木）までの午前９時から午後５時まで。ただし、土曜日及び日

曜日を除く。   

５ 入札の場所及び日時 

   物件番号１，２，３，４ 
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ア 場所   

    本庁舎付近会議室（詳細は、入札参加申込者に別途連絡する。） 

イ 日時 

     平成21年２月５日（金）午前11時から 

６ 入札保証金 

(1)  入札保証金の額は、入札金額の100分の５以上の額とする。 

(2) 入札保証金は、入札する前に金融機関から指定口座へ振り込むこと。 

７ 入札に関する条件 

(1) 入札書を所定の日時までに提出していること。 

(2) 所定の額の入札保証金が納付されていること。 

(3)  入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理して

した入札でないこと。 

(4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

(5) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

(6) 代理人が入札をする場合は、委任状を提出すること。 

(7) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

(8) 再度入札に参加することができる者は、初度の入札に参加した者のうち当該入札が無効とされなかった

者であること。 

８ 入札の無効  

  入札参加資格がない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

９  入札についての照会先 

    兵庫県県土整備部住宅建築局住宅管理課 

    電話（078）341－7711  内線 4875 
 

警 察 本 部 公 告 

 

入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成22年１月15日 

契約担当者               

兵庫県警察本部長 北 村   滋  

１ 調達内容 

(1) 購入物品及び数量 

   平成22年度兵庫県警察本部車両用燃料の単価契約 

  ア レギュラ－ガソリン 予定数量 105万リットル 

  イ ハイオクガソリン  予定数量   73万リットル 

   ウ 軽油        予定数量  ５万リットル 

(2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 納入期間 

   平成22年４月１日（木）から平成23年３月31日（木）まで 

(4) 納入場所 

   落札者が提供できる兵庫県内及び兵庫県外に存する指定給油所のうち契約担当者が指定する給油所 

(5) 入札方法 

   上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、上記(1)ウの物品

の落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額から軽油引取税を減じた残額に予定数量を

乗じて得た金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その
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端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から軽油引取税を減じた

額の105分の100に相当する価格に軽油引取税を加算した価格を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格(登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

たものであること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。） の提出期限日及び当該

調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225

号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

３ 入札の参加申込及び入札の方法等 

(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

   〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号  

兵庫県警察本部総務部装備課 担当 有馬 

         電話（078）341－7441 内線 2343   

(2)  申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

   平成22年１月15日（金）から同月29日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

   午前10時から午後５時まで 

(3)  入札・開札の日時及び場所 

   平成22年２月24日（水）午前10時30分 

   神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 兵庫県警察本部別館８階 入札室 

(4)  入札書の提出期限 

上記(3)の入札･開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）によ

る入札については、平成22年２月23日（火）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

   契約希望金額の100分の５以上の額の入札保証金を平成22年２月22日（月）午後５時までに納入しなけれ

ばならない。ただし、保険会社との間に契約担当者を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、

その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

(3) 契約保証金 

   契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結までに納入しなければならない。ただし保険会社

との間に契約担当者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に

代えて提出すること。 

(4) 入札者に要求される義務 

ア この一般競争に参加を希望する者は、県内の各地区ごとに最低必要数の給油所を確保でき、かつ神戸、

阪神、東播及び西播の各地区ごとに最低１箇所の休日営業が確保できる等を確認するために「給油所保

有（設置）一覧表」を提出すること。 

イ 県外各地に臨時給油所の設定が可能であることが確認できる書類を提出すること。 

  ウ ガソリン供給能力の確保のために石油元請け会社の「特約店証明書」等を提出すること。 

  エ 納入しようとするガソリン等の品質を証明するために「品質証明書」を提出すること。 

  オ 上記アからエまでの証明書等は平成22年１月29日（金）までに提出すること。 

  カ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アからエまでの提出書類に関し説明 

   を求められた場合は、それに応じること。 
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(5) 入札に関する条件 

  ア 入札書は、上記３(3)の日時及び場所に直接持参すること。ただし、郵送等による入札の場合は、平成

22年２月23日（火）午後５時までに、上記３(1)の場所に必着のこと。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されてい

ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日

（平成22年４月１日）まであること。               

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となったもの以外の者 

サ 入札の対象となる調達に係る予算が議決されその予算の執行が可能であること。 

(5)  入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、申込書又

は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(6) 契約書の作成の要否 

   要作成 

(7)  落札者の決定方法 

入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行ったものを落札者とする。 

(8) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５  Summary for the bid announcement 

(1) Person in charge: 

    Shigeru Kitamura, Director of Hyogo Prefectural Police H.Q 

(2) Products to be purchased: 

    a. Regular gasoline       Approx. 1,050,000 liters 

  b. High-octane gasoline   Approx.   730,000 liters 

  c. Light oil              Approx.    50,000 liters 

(3) Delivery period: 

     From April 1,2010 to March 31,2011 

(4) Delivery places: 

      The designated place by chief of Hyogo Prefectural Police H.Q. 

(5) Deadline for the  application forms: 

    17:00 January 29 ,2010 

(6) Deadline for bidding: 

     17:00 February 23 ,2010 by Mail; 

   10:30 February 24 ,2010 by direct delivery 

(7) Secretariat: 

    Arima, Equipment Division, Hyogo Prefectural Police H.Q.  

      5-4-1, Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe 650-8510 

     TEL (078)341-7441 Ext 2343 
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   入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成22年１月15日 

契約担当者               

兵庫県警察本部長 北 村   滋  

１ 調達内容 

(1) 購入物品及び数量 

   平成22年度兵庫県警察車両用タイヤ及びチューブの購入並びに平成22年度兵庫県警察本部車両（普通車

及び大型車）のタイヤ組替え及びパンク修理の単価契約 

  ア タイヤ         予定数量 4,500本 

  イ チューブ        予定数量   480本 

   ウ タイヤ組替え（普通車）  予定数量 1,600本 

エ タイヤ組替え（大型車） 予定数量   150本 

オ  パンク修理       予定数量    70本 

(2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 納入期間 

   平成22年４月１日（木）から平成23年３月31日（木）まで 

(4) 納入場所 

   契約担当者が指定する場所 

(5) 入札方法 

     上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額 

(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格(登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

たものであること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。） の提出期限日及び当該

調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225

号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

３ 入札の参加申込及び入札の方法等 

(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

   〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号  

兵庫県警察本部総務部装備課 担当 有馬 

         電話（078）341－7441 内線 2343   

  (2)  申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

   平成22年１月15日（金）から同月29日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

   午前10時から午後５時まで 

 (3)  入札・開札の日時及び場所 

   平成22年２月24日（水）午後１時30分 

   神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 兵庫県警察本部別館８階 入札室 

 (4)  入札書の提出期限 

    上記(3)の入札･開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条
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第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）による

入札については、平成22年２月23日（火）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

   契約希望金額（入札書記載金額の100分の105）の100分の５以上の額の入札保証金を平成22年２月22日

（月）午後５時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に契約担当者を被保険者とする

入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

(3) 契約保証金 

   契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結までに納入しなければならない。ただし、保険会

社との間に契約担当者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金

に代えて提出すること。 

(4) 入札者に要求される義務 

  ア この一般競争に参加を希望する者は、四輪及び二輪（原付）については、警察本部及び各警察署ごと

の近隣に営業所等を、白バイについては、地区ごとに最低１箇所営業所等を確保し、その一覧表を「営

業所及びメンテナンス業者保有（設置）一覧表」で作成し提出すること。 

  イ タイヤ及びチューブの出荷能力があることを証明する「特約店証明書」等を提出すること。 

  ウ 納入しようとするタイヤ及びチューブの品質を証明するために「品質証明書」等を提出すること。 

  エ 上記アからウまでの証明書は平成22年１月29日（金）までに提出すること。 

  オ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アからウまでの提出書類に関し説明

を求められた場合は、それに応じること。 

(5) 入札に関する条件 

  ア 入札書は、上記３(3)の日時及び場所に直接持参すること。ただし、郵送等による入札の場合は、平成

22年２月23日（火）午後５時までに、上記３(1)の場所に必着のこと。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されてい

ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日

（平成22年４月１日）まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となったもの以外の者 

サ 入札の対象となる調達に係る予算が議決されその予算の執行が可能であること。 

(5)  入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、申込書又

は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(6) 契約書の作成の要否      

   要作成 

 (7)  落札者の決定方法 

 入札説明書で示した車両用タイヤ・チューブを納入、タイヤ交換及びパンク修理ができると契約担当者

が判断した入札者であって財務規則 (昭和39年兵庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予

定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

(8) その他 
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詳細は、入札説明書による。 

５  Summary for the bid announcement 

(1) Person in charge: 

    Shigeru Kitamura, Director of Hyogo Prefectural Police H.Q 

(2) Products to be purchased: 

    a.Tires for vehicles:                 Approx. 4,500 

  b.Inner tubes:                        Approx.   480 

  c.Changing tyres(Standard sized car): Approx. 1,600 

d.Changing tyres(Large sized car):    Approx.   150 

e.repairing flat tyres :              Approx.    70 

 (3) Delivery period: 

     From April 1,2010 to March 31,2011 

 (4) Delivery places: 

      The designated place by chief of Hyogo Prefectural Police H.Q. 

 (5) Deadline for the  application forms: 

    17:00 January 29 ,2010 

 (6) Deadline for bidding: 

     17:00 February 23 ,2010 by Mail; 

   10:30 February 24 ,2010 by direct delivery 

 (7) Secretariat: 

    Arima, Equipment Division, Hyogo Prefectural Police H.Q.  

      5-4-1, Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe 650-8510  

     TEL (078)341-7441 Ext 2343 
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